
国税徴収法第９４条の規定により差押財産を公売することとしたため、同法第９５条の

規定により公告します。 

また、同法第９８条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第９９条の

規定により公告します。 

  令和５年４月３日 

京都市長 門川 大作   

１ 公売（入札）期間 

  令和５年４月１７日から同月２５日まで 

２ 公売の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当） 

３ 公売の方法 

  期間入札 

４ 開札及び最高価申込者決定の日時 

  令和５年４月２７日午前１０時００分 

５ 開札及び最高価申込者決定の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

６ 売却決定の日時 

  令和５年５月１８日午前１０時００分 

７ 売却決定の場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

８ 買受代金の納付期限 

  令和５年５月１８日午後２時３０分 

９ 買受人の資格その他の要件 

国税徴収法第９２条並びに第１０８条第１項各号及び第５項各号の該当者は、買受人

となることはできません。 

10 公売財産上の質権者、抵当権者等の権利内容 

  公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他公売財産の売却代金から配当を



受け取ることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出

てください。 

11 公売財産の表示、公売保証金額及び見積価額 

  別紙のとおり 

12 その他事項 

(1)  公売財産の入札に参加をしようとする者（以下「入札者等」という。）は、本市へ

入札書等の書類を請求してください。所定の手続が必要です。 

(2)  入札者等（その者が法人である場合は、その役員）は、国税徴収法第９９条の２の

規定により、暴力団員等に該当しないこと等の陳述書を提出しなければ入札をする

ことができません。 

(3) 公売保証金を納付した後でなければ入札に参加できません。 

(4) 公売保証金及び買受代金は、直接又は本市から送付する専用の納付書により金融

機関の窓口での納付によるものとします。 

(5) 見積価額以上の入札者のうち最高価額の者を最高価申込者と決定し、その者の入

札価額をもって売却決定を行います。また、見積価額以上で最高の価額の入札者が二

人以上ある場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額の

ときは、くじで最高価申込者を決定します。 

ア 追加入札の方法 

     期間入札 

   イ 追加入札の期間 

     令和５年５月１日から同月８日まで 

   ウ 追加入札の場所 

     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当） 

   エ 追加入札開札及び最高価申込者決定の日時 

     令和５年５月１０日午前１０時００分 

   オ 追加入札開札及び最高価申込者決定の場所 

     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

   カ 追加入札売却決定の日時 



     令和５年５月３１日午前１０時００分 

   キ 追加入札売却決定の場所 

     京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

     京都市役所分庁舎１階 京都市市税事務所納税室小会議室３ 

   ク 追加入札買受代金の納付期限 

     令和５年５月３１日午後２時３０分 

(6) 上記６及び12(5)の売却決定の日時までに、国税徴収法第１０６条の２の規定によ

る調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が

変更されます。 

(7) 最高価申込者の入札価額に次ぐ入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があ

ります。この制度による場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が異なる

ことがあります。 

(8) 最高価申込者又は次順位買受申込者（以下「最高価申込者等」という。）若しくは

自己の計算において最高価申込者等に入札をさせた者について、国税徴収法第１０

８条第１項各号及び第５項各号に該当することが認められた場合は、その入札がな

かったものとし、最高価申込者等とする決定を取り消します。 

(9) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときです。公売財産に係る危険負

担は、買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転しますので、取得後の毀損、

焼失等による損害の負担は買受人が負います。なお、公売財産の引渡しは、買受代金

納付時の現況有姿で行います。 

(10) 公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。 

(11) 本市は、公売財産について瑕疵
か し

担保責任を負いません。 

(12) 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返還又は返品できません。 

(13) 公売財産の詳細を記載した公売広報は、京都市市税事務所納税室収納対策担当（高

額徴収担当）に備え付けています。 

(14) その他については、京都市期間入札公売参加の手引きによります。なお、その内

容は、京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当）のホームページ「京

都市の公売」で閲覧することができます。 

 



 

 

（別紙） 

公売財産の表示，公売保証金額及び見積価額について 

 

１ 売却区分 

行財１ 

２ 見積価額 

６，４００，０００円 

３ 公売保証金 

６４０，０００円 

４ 公売財産の表示 

公売財産１ 土地 

   所  在  京都市左京区八瀬近衛町  

   地  番  ６３３番 

  地  目  宅地 

   地  積  ７８６．７７㎡ 

公売財産２ 土地 

   所  在  京都市左京区八瀬近衛町  

   地  番  ６３５番 

  地  目  山林 

   地  積  ８４２㎡ 

公売財産３ 建物 

（主である建物の表示） 

   所  在  京都市左京区八瀬近衛町６３５番地  

   家屋番号  ８５番 

  種  類  居宅 

   構  造  木造杉皮葺２階建 

   床 面 積  １階９８．６７㎡ 

         ２階３２．７２㎡ 

  （附属建物の表示） 

   符  号  １ 

、



   種  類  便所 

構  造  木造杉皮葺平家建 

   床 面 積  ５．９５㎡ 

 以上登記簿による表示 

５ 公売財産の概要  

（1）  公売財産は、京都バス「神子ヶ渕（大原方面）」停留所から道路距離で約０．１

ｋｍ北西に位置しています。 

（2）  公売財産１ 、２ともに地積測量図のない不整形地です。西側が市道と接面して

いますが、隣地との境界は不明です。 

（3）  公売財産３は倒壊しています。買受人による建物滅失登記手続きが必要です。 

６ 法的規制、利用状況等  

(1)  第一種低層住居専用地域、指定建蔽率４０％（用途地域及び風致地区による）、

指定容積率６０％、１０ｍ高度地区、風致地区第３種地域，遠景デザイン保全区域

（３４）（４０）（４５）、第２種地域、居住誘導区域、保全区域、宅地造成工事

規制区域に指定されています。 

(2) 公売財産１ 、２ともに、雑草が繁茂し、多数の倒木が確認されています。また、５

(3)のとおり建物が倒壊しているため、その構造材が放置されています。 

(3) 公売財産２には祠があり、年に一度、町内の行事に利用されています。 

７ その他公売条件  

(1) 境界の確定は、隣接地所有者と行ってください。  

(2) 公売財産内の動産等の処理は、所有者等と協議してください。  

(3) 公売財産１、２及び３は、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき、一括換価の

方法により公売します。  

 

※ 問合せ先  京都市市税事務所納税室収納対策担当（高額徴収担当）  

        ＴＥＬ：０７５－２２２－４１０４  

（市税事務所納税室） 

 

、


